
屋外広告物許可申請等の受付の流れ（市の窓口による手続き） 

 

 

 

 

市 申請者 

②「申請に必要な図書」を受理する。 ①「申請に必要な図書」正本、副本を市の

窓口に持参し、提出する。 

④市の窓口に来て、手数料を現金で支払

い、「許可証、副本、領収書等」を受け

取る。 

③「申請に必要な図書」を審査し、電話連

絡する。 


